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～令和 3年 1月 1日に育児･介護休業法が改正されます！～ 

                                担当 杉山 友香 

対象労働者と取得できる日数のおさらい 

⇒対象労働者と取得可能日数の変更はありません。 

・子の看護休暇 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年 5日（子が 2人以上の場合は 10日まで） 

・介護休暇 

要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、1年 5日（対象家族が 2人以上の場合は 10日） 

2021年 1日 1日から時間単位で取得可能に！ 

2つの休暇とも、1日の所定労働時間が 4時間以下の労働者は、1日単位での取得のみとなっていましたが、

すべての労働者が時間単位で取得できるようになります。ただし、時間単位で取得することが困難な業務があ

る場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外

することができます。困難な業務の範囲は、労使で決めることとなります。除外できるのは「業務」であり、

「パートタイム労働者は除外する」というように、労働条件でもって除外する範囲を定めることはできません。 

 また、現在も以下の労働者は労使協定で定めることで、取得の申出があっても拒むことができますが、今回の

改正においても同様となります。 

１． その事業主に継続して雇用された期間が６か月に満たない労働者 

２． １週間の所定労働日数が２日以下の労働者 

具体的に“時間単位”とは？ 

「時間」とは、1時間の整倍数の時間を言い、1時間単位となります。 

規程等で「2時間単位とする」と定めても、希望する時間数で取得できるようにする必要があります。 

所定労働時間に 1時間未満の端数がある場合 

この場合、端数を時間単位に切り上げる必要があります。具体的には、1日の所定労働時間が 7時間 45分の場

合、時間単位で看護・介護休暇を取得する場合は 45分を切り上げて 8時間分となります。 

この事業所で、1時間ずつ 7回にわたって休暇を取得した場合、残りは 45分となりますが、これを切り上げし、

残りは 1時間となります。 

法令を上回る措置をすでに導入している場合 

今回の改正では、時間単位での取得が可能となりますが、すでに分単位での取得を認めている事業所について

は、法令を上回る措置であるため、時間単位に変更するまたは別途制度を設ける等する必要は

ありません。また、法令で求められているのは、「中抜け」なしの時間単位休暇です。「中抜

け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、終業時間の途中に再び戻ることです。

従業員の利便性のために「中抜け」を認めることは法令を上回る措置のため問題なく、また、

すでに「中抜け」を認めている事業所が「中抜けなし」とする場合は不利益変更となります。 
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～新型コロナウィルスに関する企業の対応や情報提供を行っていきます～ 

担当 杉山 友香  

新型コロナウイルス感染症の感染者数が再度、増加傾向にあり、感染症対策の重要性が様々なと

ころで言われています。感染者や濃厚接触者が発生した企業では、その従業員への対応が必要にな

りますが、気を付けておかなければ感染者等に対する新型コロナに関連したいじめ・嫌がらせ等で

す。厚生労働省も、以前から周知している「新型コロナウイルスに関する Q&A（企業の方向け）」

を更新し、新型コロナに関連したいじめ・嫌がらせ等が職場におけるパワーハラスメントに該当す

る場合があるとして、注意喚起しています。感染防止対策を徹底することが基本になりますが、感

染者が発生した場合の対応から、その後の配慮まで、一貫した対応が求められています。事業主自

らも、パワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、労働者（他の事業主が雇用する労働者

及び求職者を含む。）に対する言動に必要な注意を払うよう努める必

要があります。新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等が

行われることのないよう、労働者への周知・啓発を徹底し、適切な相

談対応等を行っていただくことなどにより、職場環境の改善を行って

いただきますようお願いします。 

      お遍路にて・・・ 初めての家出           

  著者 伊東 毅  

 2020 年。いかなる世代であっても、特筆すべき年として記憶に残るのではないでしょうか。

オリンピック開催で沸いた年明け早々に世界は一変しました。見慣れた街並みが変りました。習

慣が変りました。働き方が変わりました。そして働いても、働いても、利益を生まなくなりました。 

 人智では防ぎようもない出来事が、次から次と起きました。これでもか！というように、試してきました。

非難して戻ってきたら家ごと無くなっていたという現実も沢山ありました。元の日常を取り戻すための労働。

働いても利益を生まない。それでも、働きます、生きています。それを「何のために働いているの？」と誰が

問うことができるでしょうか。ただ、怖いのが、自分自身で「何をしているんだ！」と、自責することです。

問うても答えが出ないこともある、責めても仕方がないこともある、という事が判り始めた齢に達したはずで

すが、無性に家出したくなりました。コロナ対策で忙殺されたつけでしょうか、デスクワークで座った姿勢が

増え、運動不足がたたり、頸椎捻挫と脊柱管狭窄症を患い、手足のしびれが酷くなり、もう限界と思うように

なりました。誰とも会わず、一人きりで、数日過ごそう。車中泊。家出すると決めました。 

レンタカーを借りて、自炊するための食材とビール、寝袋、柿 P、練炭、ハッピターン。ガムテープ。準備

万端です。行先は、これでも家出のつもりなので非公開ですが、星がきれいな所、トイレがあって駐車が出来

て、キャンピングカー等…幸せそうな人がいない所。丘陵、山の上、海岸と目的地を決めました。

ところが、ハンドルを持つ手のしびれが酷くなり、長時間の運転も出来ず、山の中にある露天風呂

の近く、トイレもありましたが、笑い声が溢れんばかりのキャンピングカーもあり、その場を離れ

ました。そんなこんなでしたが、丘陵越しの星が大きいことに感動しつつも、風が吹くと揺

れる車、寝心地の悪さ、寒さに震えて、自分の小ささを実感することが出来ました。 

コロナ禍に耐えた 1 年でしたが、その中でも見出した新しい生き方、働き方を、来年は開

花させるような月日にしたいものです。 


